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■
乳
が
ん
検
診
の
ご
案
内

　

市
で
は
、
市
民
の
方
を
対
象

に
次
の
日
程
で
乳
が
ん
検
診
を

実
施
し
ま
す
。

実�

施
日
／

　

９
月
２７
日（
金
）〜
２８
日（
土
）

受
付
時
間
／

　

�

８
時
３０
分
、
１０
時
、
１２
時
３０

分
、
１３
時
３０
分

対�

象
／�

４０
歳
以
上
の
女
性

料
金
／

４０
〜
４９
歳
…
２
５
０
０
円

５０
〜
７４
歳
…
２
０
０
０
円

７５
歳
以
上
…
無
料

検
診
内
容
／

�

マ
ン
モ
グ
ラ
フ
ィ
検
診

�

（
専
門
医
の
視
触
診
は
あ
り

ま
せ
ん
）

◆
検
診
に
つ
い
て

※�

市
の
乳
が
ん
検
診
は
２
年
に

一
度
の
検
診
と
な
っ
て
い
ま

す
。
平
成
３０
年
４
月
以
降
に

市
の
乳
が
ん
検
診
を
受
け
た

方
は
受
診
で
き
ま
せ
ん
。

※�

稚
内
市
国
民
健
康
保
険
加
入

　

夏
は
気
温
が
上
が
り
、
食
中

毒
が
発
生
し
や
す
い
季
節
で
す
。

▼
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
①

　
「
食
中
毒
予
防
三
原
則
」

原
則
①
…
細
菌
を
つ
け
な
い

�

調
理
・
食
事
の
前
に
は
手
指

を
石
け
ん
で
洗
い
ま
し
ょ
う
。

ま
た
、
キ
ッ
チ
ン
用
品
の
洗

浄
、
消
毒
を
し
ま
し
ょ
う
。

原
則
②
…
細
菌
を
ふ
や
さ
な
い

�

調
理
後
は
な
る
べ
く
早
く
食

べ
ま
し
ょ
う
。
す
ぐ
に
食
べ

な
い
食
品
は
冷
蔵
庫
等
で
保

管
し
ま
し
ょ
う
。

原
則
③
…
細
菌
を
や
っ
つ
け
る

■
食
中
毒
を
予
防
し
よ
う
！

�

調
理
の
際
は
、
食
材
を
十
分

に
加
熱
し
ま
し
ょ
う
。

▼
予
防
の
ポ
イ
ン
ト
②

　
「
石
け
ん
を
使
っ
た
手
洗
い
」

�

料
理
す
る
前
、
食
事
の
前
、

汚
れ
た
も
の
を
触
っ
た
後
、

ト
イ
レ
に
行
っ
た
後
は
石
け

ん
や
ハ
ン
ド
ソ
ー
プ
を
使
っ

て
、
手
洗
い
を
し
ま
し
ょ
う
。

問
い
合
わ
せ
／

・�

市
健
康
づ
く
り
課
庶
務
・
予

防
グ
ル
ー
プ

　

☎︎
２
３
‐
４
０
０
０

・
稚
内
保
健
所
生
活
衛
生
課

　

☎︎
３
３
‐
２
５
４
５

の
方
は
、
助
成
制
度
に
よ
り

検
診
料
金
は
徴
収
し
ま
せ
ん
。

※�

生
活
保
護
世
帯
、
市
民
税
非

課
税
世
帯
等
の
方
は
減
免
制

度
が
あ
り
ま
す
。
詳
細
は
問

い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。

※�

結
果
は
、
１
か
月
〜
１
か
月

半
後
に
郵
送
し
ま
す
。

※�

検
診
に
は
事
前
申
し
込
み
が

必
要
で
す
。

※�

乳
が
ん
検
診
無
料
ク
ー
ポ
ン

券
を
お
持
ち
の
方
は
、
ク
ー

ポ
ン
券
を
使
っ
て
検
診
を
ぜ

ひ
受
け
て
く
だ
さ
い
。

場
所
／

　

保
健
福
祉
セ
ン
タ
ー

　
（
中
央
４
丁
目
１６
番
２
号
）

申
し
込
み
・
問�

い
合
わ
せ
／

�

市
健
康
づ
く
り
課
健
康
推
進

グ
ル
ー
プ

　

☎︎
２
３
‐
４
０
０
０

■
児
童
扶
養
手
当
の
現
況
届
の
提
出
を
忘
れ
ず
に

児
童
扶
養
手
当
は
、
離
婚
な

ど
に
よ
り
父
ま
た
は
母
と
生
計

を
共
に
し
て
い
な
い
児
童
を
養

育
し
て
い
る
方
に
支
給
さ
れ
る

手
当
で
、
受
給
す
る
に
は
、
毎

年「
現
況
届
」を
提
出
す
る
必
要

が
あ
り
ま
す
。

「
現
況
届
」は
、
受
給
者
の
前

年
の
所
得
状
況
と
児
童
の
生
活

状
況
を
、
毎
年
８
月
に
確
認
す

る
も
の
で
、
提
出
が
な
い
場
合
、

手
当
が
差
し
止
め
と
な
り
ま
す
。

ま
た
、
未
届
の
ま
ま
２
年
が

経
過
す
る
と
時
効
に
よ
り
受
給

資
格
を
失
い
ま
す
の
で
、
ご
注

意
く
だ
さ
い
。

提
出
方
法
／

届
け
出
に
当
た
っ
て
は
事
前

の
予
約
が
必
要
で
す
。

案
内
文
書
に
記
載
さ
れ
た
必

要
書
類
を
用
意
し
て
、
受
付
期

間
中
で
都
合
の
よ
い
時
間
を
予

約
し
、
必
ず
受
給
者
本
人
が
お

越
し
く
だ
さ
い
。

受
付
期
間
／

�

８
月
１
日(

木)

〜
３０
日(

金)

平
日　

９
時
〜
１７
時
３０
分

※�

毎
週
火
曜
日
と
木
曜
日
は
２０

時
ま
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。

場
所
／

市
役
所
１
階
こ
ど
も
課
窓
口

申
し
込
み
・
問
い
合
わ
せ
／

�

市
こ
ど
も
課
子
育
て
グ
ル
ー

プ☎︎
２
３
‐
６
５
２
９

市
で
は
、
次
の
年
齢
に
な
っ

た
方
を
対
象
に
敬
老
祝
品
・
祝

金
を
贈
呈
し
ま
す
。
い
ず
れ
も

手
続
き
等
は
必
要
あ
り
ま
せ
ん
。

◆
敬
老
祝
品

対
象
年
齢
／

�

今
年
度
７０
歳
に
な
る
方

�(

昭
和
２４
年
４
月
１
日
〜
昭

和
２５
年
３
月
３１
日
生)

贈�

呈
基
準
／

�

９
月
１
日
現
在
で
、
本
市
に

居
住
し
て
い
る
方

贈�

呈
方
法
／
各
町
内
会
を
通
じ

て
贈
呈
し
ま
す
。

■
令
和
元
年
度
敬
老
祝
品
・
祝
金
の
贈
呈
に
つ
い
て

◆
敬
老
祝
金

対
象
年
齢
・
金
額
／

①�
今
年
度
７７
歳
に
な
る
方(

昭

和
１７
年
４
月
１
日
〜
昭
和
１８

年
３
月
３１
日
生)

に
２
万
円

②�

今
年
度
８８
歳
に
な
る
方(

昭

和
６
年
４
月
１
日
〜
昭
和
７

年
３
月
３１
日
生)

に
３
万
円

贈�

呈
基
準
／

�

９
月
１
日
現
在
で
、
本
市
に

居
住
し
て
い
る
方

贈�

呈
方
法
／

�

９
月
中
に
民
生
児
童
委
員
を

通
じ
て
贈
呈
し
ま
す
。

◆
１
０
０
歳
に
な
る
方
へ

�

今
年
度
１
０
０
歳
に
な
る

方(

大
正
８
年
４
月
１
日
〜

大
正
９
年
３
月
３１
日
生)

に

１０
万
円

贈�

呈
基
準
／

�

満
１
０
０
歳
の
誕
生
日
に
本

市
に
居
住
し
て
い
る
方

贈�

呈
方
法
／

�

市
長
が
直
接
手
渡
す
予
定
で

す
。
贈
呈
日
は
、
改
め
て
ご

案
内
し
ま
す
。

問�
い
合
わ
せ
／

�

市�
長
寿
あ
ん
し
ん
課
介
護

高
齢
グ
ル
ー
プ

☎︎
２
３
‐
６
４
５
８

稚
内
観
光
マ
イ
ス
タ
ー
推
進

委
員
会
で
は
、
稚
内
観
光
マ
イ

ス
タ
ー
検
定
試
験
を
実
施
し
ま

す
。
こ
の
機
会
に
稚
内
市
が
認

め
る「
ガ
イ
ド
の
達
人
」を
目
指

し
て
み
ま
せ
ん
か
？

試
験
日�

時
／

１０
月
２７
日（
日
）１４
時
～

（
受
付
１３
時
～
）

会
場
／
市
役
所
５
階
正
庁

※�

申
込
状
況
に
よ
り
、
会
場
を

変
更
す
る
場
合
が
あ
り
ま
す
。

受
験
料
／

・
初
級
…
５
０
０
円

・
中
級
…
２
０
０
０
円

・
上
級
…
３
０
０
０
円

※
テ
キ
ス
ト
は
別
売
り
で
す
。

�（
初
級
テ
キ
ス
ト
５
０
０

■
観
光
ガ
イ
ド
の
達
人
に
な
ろ
う円

、
中
・
上
級
テ
キ
ス
ト

２
１
０
０
円
）

※�

す
で
に
各
級
の
テ
キ
ス
ト
を

お
持
ち
の
方
を
対
象
に
、
令

和
元
年
度
修
正
分
の
正
誤
表

の
配
布
を
無
料
で
行
っ
て
い

ま
す
。

申
し
込
み
に
つ
い
て
／

�

直
接
と
郵
送
の
２
通
り
が
あ

り
ま
す
。
詳
し
く
は
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

申
し
込
み
期
間
／

�

８
月
１３
日（
火
）
～
１０
月
２１

日（
月
）ま
で

問�

い
合
わ
せ
／
稚
内
観
光
マ
イ

ス
タ
ー
推
進
委
員
会
事
務
局

（
市
観
光
交
流
課
）

　

☎
２
３
‐
６
４
６
８

８
月
は「
北
方
領
土
返
還
要

求
運
動
強
調
月
間
」で
す
。

わ
が
国
固
有
の
領
土
で
あ
る

北
方
四
島(

歯は
ぼ

舞ま
い

群
島
、
色し

こ

丹た
ん

島
、
国く

な

後し
り

島
及
び
択え

と

捉ろ
ふ

島)

の

早
期
返
還
実
現
の
た
め
、
各
種

啓
発
活
動
や
署
名
運
動
な
ど
が

行
わ
れ
て
い
ま
す
。

本
市
で
も
、
市
役
所
１
階
受

付
に
お
い
て
署
名
簿
を
設
置
し

て
い
ま
す
。
市
民
の
皆
さ
ん
の

ご
協
力
を
お
願
い
し
ま
す
。

問�

い
合
わ
せ
／
市
総
務
防
災
課

総
務
・
統
計
グ
ル
ー
プ

☎︎
２
３
‐
６
２
３
５

■
早
期
返
還
へ
！
署
名
に
ご
協
力
く
だ
さ
い

国後島
択捉島

歯舞群島

色丹島


